第3回ホームヘルパーの集いin奈良への問題提起

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年5月11日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホームヘルパーのつどい実行委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

介護保険制度が始まって９年目になりました。開始当初から訪問介護事業で働くホームヘルパーは、登録型雇用、直行直帰など不安定雇用・低い賃金と身分保障の問題が課題として出されていました。しかし一方で在宅での介護を支える柱として、制度的にも利用者・家族のニーズからも大きな期待がかけられる中、ヘルパー、事業所の努力の中で量・質ともに拡充してきました。しかし、２度の介護報酬改定と、制度の見直しが行われ、開始当初の問題の改善どころか、低賃金、「細切れ・駆け足」介護を強いられ、事業所、ヘルパーの努力だけでは限界という状況となっています。
私たちはこれまでも労働組合を中心に、要介護者と家族が安心して在宅生活を送ることのできる、質・量ともに備わった専門的な援助と対応、そして国民、利用者の立場に立ったホームヘルプ労働をめざし取り組みをすすめてきました。個々の事業所では使用者との交渉を通じ、労働条件の改善に取り組んできました。また、独自に学習会も開催してきました。2006年からは、県内で働くヘルパーを対象に、ヘルパーの集いを毎年１回開催しています。全国的にも、2001年には「一人ぼっちのヘルパーをなくそう」、「家事援助に対する正当な評価を」、「生活できる賃金を」、「社会的地位の向上を」をスローガンに、ホームヘルパー全国連絡会が結成され、その後毎年多くのヘルパーが全国から集まり、「ホームヘルパー全国交流集会」が開催されています。また、労働組合も組織されています。平成16年8月27日には訪問介護労働者の労働基準法適用についてまとめた通達「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」（基発0827001号）もだされました。しかし、今日のホームヘルパー、訪問介護事業のおかれている状況から、緊急に介護報酬の引上げ、改善、制度の見直しで「細切れ・駆け足」介護の改善に取り組む奈良での組織化、運動づくりをすすめていくことをこの集いで提起します。
１、緊急に取り組む奈良での取り組み

(1)2009年度の介護報酬改定・制度見直しに向け、報酬の改善、予防給付での利用者本位での見直しを政府・厚生労働省に求めていきます。

そのために、政府・厚生労働省にむけた署名など全国的な運動に合流し取り組みます。
①奈良県でのホームヘルパーのおかれている実態、利用者の実態を明らかにします。
②実態を伝え、改善課題を明らかにし、市町村議会、県議会での意見書採択を要請します（ホームヘルパー、訪問介護だけの改善を求めるのでなく、介護労働者全体の改善を求める中で）。

(2)奈良県、市町村に働きかけ、サービス利用の抑制、ヘルパーの役割を狭める動きを許さず、逆に介護保険では認められていない散歩・外出介助や転院の付き添いなどを、介護保険料の引上げにつながらない形で単独事業として実施させる取り組みをすすめます。
①全国的のすすんだ経験を学びます。

②実態を伝え、県や市町村に要請します。また、状況によっては署名など利用者・家族、住民が参加できる取り組みにしていきます。

２、そのための組織づくり

(1)「奈良ヘルパー連絡会」（仮称）を結成します。この会は誰でも、一人でも加入できる組織とします。その目的は、①県内で働くホームヘルパー、また研究者はじめ関係者の横断的な連帯、連絡をはかることです。②専門性の向上など、必要な学習・啓蒙活動を行います。③ホームヘルパーの地位向上、制度改善のための調査活動や自治体への要請などに取り組みます。組織体制、財政については準備会会員の意見を聞きながら、早急に確定していきます。
(2)「奈良ヘルパー労働組合協議会」（仮称）を結成します。この協議会は、ホームヘルパーを組織している労働組合組織が参加する協議体です。（現在どの組合にも加入されていない場合は、例えば奈良県医療労働組合に個人加盟し参加します。個々の相談にはそこが対応します。）定期的に協議会を開催し、ヘルパー同士の交流や、スキルアップに役立てられる学習の場を企画・開催します。また、介護の専門職にふさわしいヘルパーの身分や諸条件の保障を実現するための活動を中心に取り組む諸団体と共同しながら、ヘルパー集会、事業所や自治体への要望づくり、交渉を行います。組織体制、財政については準備会会員の意見を聞きながら、早急に確定していきます。

(3) 「奈良ヘルパー連絡会」（仮称）、「奈良ヘルパー労働組合協議会」（仮称）の結成に向け、それぞれ準備会をつくり会員を集め、早い時期に総会を開催し結成します。当面の事務局は、奈良県医療労働組合連合会におきます。
